
2浪速区 広報なにわ　令和2年 10月号
毎週金曜日（祝日除く）は、19時まで窓口サービス課（住民情報・保険年金）・保健福祉課の一部窓口を時間延長しています。
詳しくは総務課（a06-6647-9625　b06-6633-8270）まで。

お知らせ
■
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
必
ず
受
け
て
い
ま
す
か
？

　

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
、並
び
に
鑑
札・注

射
済
票
を
犬
に
着
け
て
お
く
こ
と
は
、狂
犬
病
予
防
法
で
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。終
生
１
回
の
登
録
と
毎
年
１
回
の
狂
犬
病

予
防
注
射
を
必
ず
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

鑑
札
・
注
射
済
票
は
犬
の
名
札
代
わ
り
に
も
な
り
ま

す
。迷
子
に
な
っ
て
も
番
号
か
ら
飼
い
主
を
探
す
こ
と
が

で
き
ま
す
の
で
、必
ず
犬
に
着
け
ま
し
ょ
う
。

■
猫
の
し
つ
け
、健
康
管
理
は
飼
い
主
の
手
で
！！

　

猫
は
一
度
飼
う
と
約
15
年
〜
20
年
間
世
話
を
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。最
後
ま
で
責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま

し
ょ
う
。ま
た
、室
内
飼
い
の
猫
を
屋
外
へ
出
す
と
、病
気
を
移
さ
れ
た

り
、ケ
ン
カ
や
交
通
事
故
な
ど
で
負
傷
し
た
り
、ま
た
よ
そ
の
家
で
フ

ン・
尿
を
し
た
り
、物
を
壊
し
た
り
し
て
周
囲
の
人
に
迷
惑
を
か
け
る

こ
と
に
も
な
る
の
で
、外
へ
出
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

c
保
健
福
祉
課（
保
健
）

a
0
6・6
6
4
7・9
9
7
3 

b
0
6・6
6
4
4・1
9
3
7

10
月
は「
犬・猫
を
正
し
く
飼
う
運
動
」強
調
月
間
で
す

　

住
吉
区
役
所
、西
成
区
役
所
に
て
、人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
特
設
人

権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す（
当
区
で
の
開
催
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、当
区

の
方
も
ご
相
談
い
た
だ
け
ま
す
）。

d
10
月
16
日（
金
）13
時
30
分
〜
16
時

e
住
吉
区
役
所
、西
成
区
役
所

j
ど
な
た
で
も　

k
無
料

c
大
阪
第
一
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

a
0
6・6
9
4
2・1
4
8
9 

b
0
6・6
9
4
3・7
4
0
6

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

　
　

  　
　

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

市
税・国
民
健
康
保
険
料・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料・介
護
保
険
料

の
納
付
に
次
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
利
用
で
き
ま
す
。ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
等
を
お
持
ち
の
方
は
、コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ

れ
た
納
付
書
が
お
手
元
に
あ
れ
ば
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も
右
記
の
徴
収

金
を
お
支
払
い
い
た
だ
け
ま
す
。

○
対
応
ア
プ
リ

・
L
I
N
E 

P
a
y 

請
求
書
支
払
い
・
P
a
y 

P
a
y 

・
a
u 

P
A
Y
・
銀
行
P
a
y （
ゆ
う
ち
ょ
P
a
y
）・
P
a
y 

B

・
楽
天
銀
行
コ
ン
ビ
ニ
支
払
サ
ー
ビ
ス（
ア
プ
リ
で
払
込
票
支
払
）

c
財
政
局
税
務
部
収
税
課・福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
険
年
金
課・

福
祉
局
高
齢
者
施
策
部
介
護
保
険
課

a
0
6・6
2
0
8・7
7
8
3
、9
8
7
2
、8
0
5
9

b
0
6・6
2
0
2・6
9
5
3
、4
1
5
6
、6
9
6
4

市
税・国
民
健
康
保
険
料・後
期
高
齢
者

　

医
療
保
険
料・介
護
保
険
料
の
納
付
に

　
　

 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
利
用
で
き
ま
す

　

障
が
い
者
医
療
証
、こ
ど
も
医
療
証
、ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証
を
更

新
し
ま
す
。障
が
い
者
医
療
証
は
う
ぐ
い
す
色
か
ら
オ
レ
ン
ジ
色
へ
、ひ

と
り
親
家
庭
医
療
証
は
あ
さ
ぎ
色
か
ら
桃
色
へ
変
わ
り
ま
す（
こ
ど
も

医
療
証
は
色
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

資
格
要
件
を
満
た
す
方
に
は
、１０
月
下
旬
に
新
し
い
医
療
証
を
送
付

し
ま
す
。

　

現
在
、お
持
ち
の
医
療
証
は
11
月
１
日
か
ら
使
え
な
く
な
り
ま
す
の

で
、１０
月
末
ま
で
に
新
し
い
医
療
証
が
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

※

こ
ど
も
医
療
証
に
つ
い
て
は
、有
効
期
限
が
令
和
２
年
１０
月
31
日
ま

で
の
方
が
更
新
対
象
で
す
。そ
れ
以
外
の
方
は
引
き
続
き
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

c
保
健
福
祉
課（
医
療
助
成
）

a
0
6・６
６
４
７・9
8
9
7 

b
0
6・６
６
４
４・１
９
３
７

医
療
証
を
更
新
し
ま
す

　

１1
月
１
日
に
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
以
下
、「
保
険
証
」と
い

う
）を
更
新
す
る
た
め
、新
し
い
保
険
証（
桃
色
）を
１０
月
中
に
浪
速
区

役
所
か
ら
転
送
不
要
の
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

 
簡
易
書
留
郵
便
は
ポ
ス
ト
に
は
投
函
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、配
達
時
に

ご
不
在
の
場
合
は
、投
函
さ
れ
た「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の
お
知
ら

せ
」に
書
か
れ
た
方
法
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。ま
た
、１０
月
中
に
届

か
な
い
場
合
や
、郵
便
局
の
保
管
期
限
が
過
ぎ
た
場
合
、保
険
証
の
記

載
内
容
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、浪
速
区
役
所
保
険
年
金
業
務
担
当

（
保
険
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、１０
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
ら
れ
る
方
に
は
、す
で
に
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
証
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

c
国
民
健
康
保
険
証
に
つ
い
て

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
：
保
険
）

a
0
6・6
6
4
7・9
9
5
6 

b
0
6・6
6
3
3・8
2
7
0

窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
保
険
年
金
：
管
理
）

a
0
6・6
6
4
7・9
9
4
6 

b
0
6・6
6
3
3・8
2
7
0

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

　

個
人
市・府
民
税（
普
通
徴
収
分
）第
３
期
分
の
納
期
限
は
、11
月
２

日（
月
）で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
場
合
を
含
み
、予
測

し
な
い
失
業
や
大
幅
な
所
得
減
少（
前
年
の
６
割
以
下
）が
見
込
ま
れ

る
場
合
は
申
請
に
よ
り
減
額
・
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。詳
し

く
は
、令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま
い
の
区
を
担
当
す
る
市
税
事

務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

c
な
ん
ば
市
税
事
務
所
市
民
税
等
グ
ル
ー
プ（
個
人
市
民
税
担
当
）

a
0
6・4
3
9
7・2
9
5
3

市
税
の
納
期
限
の
お
知
ら
せ

　

令
和
３
年
４
月
に
入
学
予
定
の
新
小
学
校
１
年
生
と
新
中
学
校
１

年
生
の
保
護
者
の
み
な
さ
ん
に
、「
学
校
案
内
冊
子
」お
よ
び「
学
校
選

択
制
希
望
調
査
票
」を
、９
月
上
旬
に
配
布
し
て
い
ま
す
。ま
だ
、お
手

元
に
届
い
て
い
な
い
方
は
区
役
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
学
校
選
択
制
希
望
調
査
票
の
提
出
期
限

令
和
２
年
10
月
３０
日（
金
）19
時
ま
で

※

郵
送
の
場
合
は
、区
役
所
に
同
日
必
着

c
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課（
住
民
情
報
）

a
0
6・6
6
4
7・9
9
6
3 

b
0
6・6
6
3
3・8
2
7
0

学
校
案
内
冊
子
を
配
布
し
て
い
ま
す

　

令
和
３
年
４
月
か
ら
保
育
施
設
等
の
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
の
受

付・面
接
を
行
っ
て
い
ま
す
。

j
保
護
者
が
就
労
や
疾
病
、そ
の
他
事
由
に
よ
り
家
庭
で
児
童
を
保
育

で
き
な
い
場
合

e
区
役
所
４
階 

会
議
室

※
金
曜
日
の
17
時
30
分
か
ら
は
、区
役
所
３
階
３２
番
窓
口
で
受
付・

面
接
を
行
い
ま
す
。

【
受
付
方
法
】

●
利
用
申
込
み
の
受
付・面
接
は
、予
約
制
で
す
。

●
予
約
の
際
は
、行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
登
録
が
必
要

で
す
。利
用
者
登
録
後
、予
約
手
続
き
に
お
進
み
く
だ
さ
い
。（
左
記

Q
R
コ
ー
ド
等
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

●
行
政
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
予
約
申
請
期
限
は
、受
付
・
面
接
希

望
日
の
前
開
庁
日
17
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
利
用
申
込
み
の
受
付
と
併
せ
て
面
接
を
行
い
ま
す
。申
込
み
の
際
に

は
、必
ず
入
所
を
希
望
さ
れ
る
児
童
と
一
緒
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

c
保
健
福
祉
課（
子
育
て
支
援
）

a
０
６・6
6
4
7・9
8
9
5 

b
0
6・6
6
4
4・1
9
3
7

保
育
施
設
利
用
申
込
み
の

　
　
　
　

 

受
付・面
接
は
10
月
15
日（
木
）ま
で

令
和
３
年
度
浪
速
区
一
斉
入
所

検
索

○
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
し
た
納
付
方
法

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
た
納
付
書
で
、大
阪
市

税
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
サ
イ
ト
か
ら
い
つ
で
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
納
付
が
で
き
ま
す
（
A
p
p
l
e 

P
a
y
も
利
用
可
）。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
新
た
に
P
a
y
P
a
y
、a
u　
P
A
Y（
25

万
円
以
下
）、ゆ
う
ち
ょ
P
a
y
に
よ
る
納
付
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
の
納
付
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
W
e
b
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス

　

大
阪
市
税
の
口
座
振
替
・
自
動
払
込
を
パ
ソ
コ
ン・ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン・タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
お
申
込
み
で
き
ま
す
。対
応
金
融
機
関
な

ど
に
つ
い
て
は
、大
阪
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○「
納
期
限
の
お
知
ら
せ
」メ
ー
ル
配
信

　

大
阪
市
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
に
登
録
し
た
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
に
、

大
阪
市
税
の
納
期
限
一
週
間
前
お
よ
び
前
日
に
メ
ー
ル
に
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。納
付
の
う
っ
か
り
忘
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
も
、ぜ
ひ
ご

登
録
く
だ
さ
い
。

c
財
政
局
税
務
部
収
税
課
収
納
管
理
グ
ル
ー
プ

a
0
6・6
2
0
8・7
7
8
6 

b
0
6・6
2
0
2・6
9
5
3

ネ
ッ
ト
で
便
利
！ 

大
阪
市
税

大
阪
市　

市
税　

納
付

検
索

違
法
民
泊
通
報
窓
口

平
日
9
時
〜
17
時
30
分

a
0
6・6
6
4
7・0
8
3
5

b
0
6・6
6
4
7・0
7
3
3

 
gryokan2016@

city.osaka.lg.jp

違法民泊かな?と
思ったら

情報を
お寄せください


